
 

Ⅱ 千葉県企業局環境方針 

 

環境への基本的な取組姿勢を示しています。（平成１８年策定 平成 3１年 4 月改正） 

当局では、本方針に基づき各取組を実施し、環境報告書を作成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

１ 事業活動における環境負荷の低減 

日常活動をはじめとする事業活動に  

おい て 、 効率 的 な 業務 運営 を 行 い、    

安定給水の確保に努めながら、さらに  

一層の省エネルギーの推進、省資源の 

推進、廃棄物の削減に努めます。 

２ 地球温暖化問題への対応 

クリーンエネルギーの導入などに 

積極的に取り組み、地球温暖化の 

原因である温室効果ガスの削減に 

努めます。 

３ 環境保全対策の継続的な促進 

環境保全に係る目標を指標等で定め、 

定期的に見直し、環境保全の継続的な  

改善に努めます。 

４ 環境関連法規制等の遵守 

事業活動に適用される環境関連 

法 規 制 等 を 遵 守 し 、 環 境 汚 染 の  

未然防止に努めます。 

５ 全ての職員が本環境方針に沿って、環境に配慮して行動します。 

 
 

千葉県企業局では、安全でおいしい水道水と低廉で生産活動に 

欠かせない工業用水を安定的に給水しているところですが、   

その過程で電気などの多くのエネルギーを消費するなど、当局の 

事業活動は地球環境に対して大きなかかわりを持っています。 

そこで、当局は、地球温暖化問題や循環型社会の構築などの人類

共通の課題に対応するため、環境に配慮した事業運営を実践し環境

負荷の低減を図り、豊かな地球環境を将来の世代に引き継いでいく

努力をしていきます。 
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